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本書について 

 本書について 
 

本書は、旧 EDINET で書類提出をされていた方で、新 EDINET へ移行される方のためのガイ
ドです。 

 

EDINET をご利用いただくために 

 

EDINET で開示書類等を閲覧・提出するための前提知識として、一般的な Web ブラウザを
使用し、インターネットがご利用いただける方を対象としています。 
また、EDINET をご利用いただくためには、ご利用いただいているコンピュータの事前準
備が必要です。事前準備の詳細について、書類閲覧のみの方は『書類閲覧用 端末要件』、
書類提出をされる方は『書類提出用 端末要件』をご覧ください。 

 

 本書の表記について 

 

本書内に記載されている記号は、以下のような意味があります。 
 

表示 意味 

 知っておいていただきたいことについて説明しています。 

 重要事項について説明しています。必ずお読みください。 

 参考資料がある場合、その資料名を記載しています。 
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1 章 

はじめに 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



1章 コンピュータ環境の確認  1 作業全体の手順 
 

- 2 - 

 
 

1 作業全体の手順 
 

旧 EDINET から新 EDINET へ移行にあたって、平成 19 年度

以前に EDINET コードを取得していた方が行う作業全体の

手順について説明します。 

 

 

 
 
 

書類提出までの作業全体の手順は、以下のとおりです。 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

３章 

４章 

７章 

５章 

６章 

７章 

2 章 1. コンピュータ環境の設定 

新 EDINET を利用するコンピュータ環境をご確認いただきます。 

2. 新 EDINET コードの確認 

コード体系の変更に伴い、新たに付与される EDINET コードをご確認ください。 

3. 提出者情報の補完 

新 EDINET にログインし、提出者情報の補完を行い、登録します。 

4. ファンドの登録 

ファンドの新規登録がある場合、登録します。 

5. サブユーザの登録 

作業形態等、必要に応じて、サブユーザを登
録します。 

6. 提出書類データの作成 

提出書類データを作成します。 
本書では旧 EDINET からの主な変更点について説明します。 

7. 書類の提出 

EDINET へ書類を提出します。 
本書では旧 EDINET からの主な変更点について説明します。 
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2 章 

コンピュータ環境の確認 
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1 コンピュータ環境の確認 
 

旧 EDINET と新 EDINET では、コンピュータのご利用可能環

境が異なります。 

 

 
 

 
 
 
 

 新 EDINET をご利用いただくためのコンピュータ環境が変更されています。必要となる
ハードウェアおよびソフトウェアについて事前にご確認ください。 

 新 EDINET をご利用いただくために、金融庁のホームページから「安全な通信を行うため
の証明書」を入手し、インストールする必要があります。 
 詳しくは、『書類提出用 端末要件』をご覧ください。『書類提出用 端末要件』は「開示
書類等提出者のホームページ」からダウンロードできます。 
 

 書類提出用 端末要件 
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3 章 

新 EDINET コードの確認 
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1 EDINET コードとファンド

コード 
 

コード体系の変更と、EDINET コード、ファンドコードについて

説明します。 

 

 
 
 

1-1 コード体系の変更と金融庁整備
番号の廃止 

 
 

 旧 EDINETでは、法人や個人に加えて、特定有価証券（ファンド等）にも１つずつのEDINET
コードが発行されていました。 
 新 EDINET では、新 EDINET コードは１個人または１法人ごとに１つに変更されます。 

 また、特定有価証券は、特定有価証券ごとに「ファンドコード」が発行され、法人または
個人ごとに発行される EDINET コードに紐付くものとして管理されることとなります。 
※次ページ『新 EDINET のコード体系について』参照 

 

 新 EDINET での、これらコード体系の変更に伴い、旧 EDINET で使用されていた「金融庁
整備番号」は廃止されます。 
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新 EDINET のファンドコードについて 

新 EDINET のコード体系について 

旧 EDINET 新 EDINET 

EDINET コード 

・提出者の情報 

・ファンドの情報 

EDINET コード 

・提出者の情報 

ファンドコード 

・ファンドの情報 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 新 EDINET では、複数のファンドを運用し書類提出している法人や個人の場合、以下の
ように、ひとつの EDINET コードに複数のファンドコードが紐付けられます。 
 

 

 

新EDINET新EDINET新EDINET旧EDINET旧EDINET

EDINETコード

ファンドコードA

ファンドコードB

ファンドコードC

EDINETコード

ファンドコードA

ファンドコードB

ファンドコードC

・
・
・

EDINETコード

ファンド情報A

EDINETコード

ファンド情報A

EDINETコード

ファンド情報B

EDINETコード

ファンド情報B

EDINETコード

ファンド情報C

EDINETコード

ファンド情報C

ファンド情報A

ファンド情報B

ファンド情報C
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1-2 EDINET コードについて 
 

 
 新 EDINET では、平成 19 年度以前に取得していた EDINET コードはご利用いただけなく
なり、新たな EDINET コードが付与されます。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 付与された新 EDINET コードは、EDINET のホームページより「新旧 EDINET コード対応表」
をダウンロードし、自身の新 EDINET コードをご確認ください。また、EDINET コードを他
の方に伝達する場合は、新 EDINET コードをお伝えください。 
 
詳しくは、『書類閲覧 操作ガイド 4 章 ダウンロード 5 新旧 EDINET コード対応表』をご覧
ください。 

 

 書類閲覧 操作ガイド 

 

 新 EDINET コードが見つからない場合 

「新旧EDINETコード対応表」に、自身の新EDINETコードが見つからない場合は、管轄の財務局等にお問い合わせ

下さい。 

 
 

 EDINET コードとは 

EDINET コードとは、開示書類提出者（法人または個人）ごとに発番される一意のコードです。 

原則 1 会社＝1EDINET コードとなります。 

 

 

平成19年度以前の
EDINETコード 

新 EDINETコード 
E××××× 
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1-2-1 新 EDINET コード 
 

EDINET コードは以下のような構成となっています。 
 

 

E12345 
 
 

 
 

 EDINET コードの例外 

外国のファンド発行会社の中には、代理人（弁護士）が、１つの発行会社に複数おり、その代理人同士に関係がな

い場合などは、例外的に代理人ごとにEDINETコードを発行することも可能です。詳しくは管轄の財務局等へお問合

せください。 

 

 
 
 

1 文字目は「E」で始

まります。 

2 文字目以降は、5 桁の数字です。 

コード例 
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1-3 ファンドコード 
 

 旧 EDINET でファンドを登録されていた方で、新 EDINET で特定有価証券の発行者として
EDINET コードを発番された方は、新たにファンドコードが付与されます。 
 新たに付与されたファンドコードは、EDINET のホームページより「新旧 EDINET コード
対応表」をダウンロードし、自身のファンドコードをご確認ください。 
 
 

 
 
 
 
 
詳しくは、『書類閲覧 操作ガイド 4 章 ダウンロード 5 新旧 EDINET コード対応表』をご覧

ください。 
 

 書類閲覧 操作ガイド 

 
 

 ファンドコードとは 

ファンドコードは、ファンド（特定有価証券）ごとに発番される一意のコードです。 

複数のファンドを運用している場合は、複数のファンドコードを取得することになります。 

 

 
 

1-3-1 ファンドコード 
 

ファンドコードは以下のような構成となっています。 
 

 

G12345 
 
 
1 文字目は「G」で始

まります。 

2 文字目以降は、5 桁の数字です。 

コード例 

平成19年度以前の
EDINETコード 

ファンドコード 
G××××× 
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1-4 連名提出者の EDINET コード
の取得義務付け 

 
 新 EDINET では、連名提出する共同保有者がいる書類提出の場合、連名提出する共同保
有者にも EDINET コードが必要となります。 
 本来、EDINET コードを取得する場合は、EDINET への登録届出の手続きが必要となりま
すが、連名提出する共同保有者の EDINET コードは、書類提出先の財務局等にて連名提出
者用の EDINET コードの発行を依頼することによって取得可能です。 

 詳しくは、書類提出先等の財務局等にてご確認ください。 
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4 章 

提出者情報の補完 
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旧 EDINET のマスタユーザとサブユーザの移行について 

 
 

1 ユーザ ID とパスワード 
 

新EDINETでご利用いただくユーザIDとパスワードについて

説明します。 

 

 
 

 
 
 
 

1-1 ユーザ ID 
 

 新 EDINET へログオンする場合、以下の図のように旧 EDINET で使用していたマスタユー
ザのユーザ ID をそのまま利用できます。 新たなユーザ ID は付与されません。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 旧 EDINET のサブユーザ情報について 

旧EDINETで複数のサブユーザを登録し、各サブユーザが書類提出していた場合、サブユーザ情報は新EDINETに

移行されません。サブユーザが必要な場合は、新 EDINET にてマスタユーザがサブユーザを作成し、書類提出を必

要とする作業者に配布してください。 

詳しくは、『書類提出 操作ガイド 5 章 提出者情報管理 3 サブユーザ管理』をご覧ください。 

 

 

旧 EDINET 新 EDINET
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旧 EDINET コードの集約の一例 

 

1-1-1 複数の EDINET コードをお持ちの方へ 
 

 旧EDINETで複数のEDINETコードを取得していた方は、新EDINETでは一つのEDINETコー
ドに集約され、集約された EDINET コードに紐付くマスタユーザ ID のみ使用できます。 
※以下は、旧 EDINET で「EDINET コード A」「EDINET コード B」「EDINET コード C」を取得していた提出者が、

「EDINET コード A」に集約された例です。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 新 EDINET で使用可能となるマスタユーザについては、「新旧 EDINET コード対応表」で
確認できます。対応表より「＊」（アスタリスクマーク）の設定されている EDINET コード
に紐付けられたマスタユーザをご確認ください。 

 

EDINET コード A 

EDINET コード B 

EDINET コード C 

EDINET コード A 

旧 EDINET 新 EDINET 

「EDINET コード A」に紐づくマスタ

ユーザが使用可能となります。 
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1-2 パスワード 
 

新 EDINET でご利用いただくパスワードの注意事項について説明します。 
 

1-2-1 初期パスワードについて 
 

 新 EDINET では、旧 EDINET でご利用いただいていたパスワードはそのままではご利用い
ただけません。 
 新 EDINET へ初回ログオンする場合に使用するパスワードは、旧パスワードの先頭に

「#e2」を付加したものを使用します。また、新 EDINET でのパスワード最大桁数制限の
ため、旧パスワードの桁数によって異なります。詳しくは、以下の例をご覧ください。 
 このパスワードは「初期パスワード」として EDINET で管理されていますので、大変重要
です。取り扱いには十分に気をつけてください（「  初期パスワードの管理について」 
参照）。 
 

 

■ 旧パスワードが 29 桁以内の場合 

 
旧パスワードが29桁以内の場合は、新EDINETのパスワードは以下のように変更されます。 
 

例） 

旧 EDINET のパスワード 新 EDINET でのパスワード 

AbcD1234 → #e2AbcD1234 

・先頭に「#e2」が付加されます。 

 

 

■ 旧パスワードが 30 桁以上の場合 

 

旧パスワードが30桁以上の場合は、新EDINETのパスワードは以下のように変更されます。 
 

例） 

旧 EDINET のパスワード 新 EDINET でのパスワード 

AbcDefGhij1234567890k

LmnoPqrsT12 
→ #e2AbcDefGhij1234567890k

LmnoPqrs 
・先頭に「#e2」が付加されるため、旧パスワー

ド末尾（33 桁目以降）の 3 文字「T12」が削除

されます。 
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 初期パスワードの管理について 

パスワードを紛失した場合は、管轄の財務局等に依頼すると、「初期パスワード」に初期化されます。 

初期パスワードがわからない場合は、再発行の手続が必要になります。この場合、手続が終了するまでの間、

EDINET を利用できなくなります。初期パスワードの管理には十分にご注意ください。 

 

 
 

1-2-2 パスワードの変更について 
 

 新 EDINET では、セキュリティ強化のため、パスワードに有効期限が設定されています。
有効期限が近づくと、自動的に［強制パスワード変更画面］が表示され、パスワードの変
更が必要です。また、新 EDINET に初回ログインする際にも［強制パスワード変更画面］が

表示されます。パスワードは以下のルールに従い変更してください。 
 

パスワード設定時のルール 

文字数 8 桁～32 桁 

文字種 半角文字（数字、英字、記号）のみ使用可 
※半角数字、半角英字、半角記号は必ずひとつ以上使用してください。 

※半角カナは使用できません。 

使用可能な文字 1234567890 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

‘ ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + － = { } | [ ] ¥ : ” ; < > ` ?, . / 

その他 過去 5世代までと同一のパスワードは設定不可 

 
 パスワードは、定期的に変更してください。また、変更時には前回使用していたパスワー
ドと同じパスワードを設定することはできませんので、ご注意ください。 
 
 詳しくは、『書類提出 操作ガイド 5 章 提出者情報管理 8 パスワード変更』をご覧くだ

さい。 
 

 書類提出 操作ガイド 
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2 情報変更 
 

新 EDINET でご利用いただく際には、EDINET で書類提出す

る方の「提出者情報」および「ファンド情報」の補完・登録が

必要です。ここでは、各情報の補完について説明します。 

 

 

 
 
 
 

2-1 情報の変更 
 

 旧 EDINET で書類提出していた方が、新 EDINET で書類提出を行う場合、EDINET に登録
されている提出者情報に不足があるため、書類提出前に、不足している「提出者情報」お
よび「ファンド情報」の補完・登録を行う必要があります。補完作業が完了していない場合
は、EDINET へログインしても、「書類提出」「公告提出」のメニューが表示されず、すぐ
に書類提出することはできません。 

 
 

2-1-1 提出者情報の補完 
 

 提出者情報を補完する際には、以下の注意事項があります。 
 

（１） 「提出者名」のヨミガナの入力 

 入力できる文字種は全角カタカナと全角スペースのみです。 
※旧 EDINET はご利用可能だった記号は使用できません。 

 

（２） 「提出者情報変更届出書」の印刷・提出 

 変更された項目により、「提出者情報変更届出書」の提出が必要です。登録の最後に「提
出者情報変更届出書印刷」ボタンが表示された場合は、印刷し、画面に表示される送付先
に提出してください。「提出者情報変更届出書印刷」ボタンが表示されない場合は、提出
は不要です。 

 
 詳しくは、『書類提出 操作ガイド 5 章 提出者情報管理 4 提出者情報管理 4-2 情報変
更』をご覧ください。 



 

- 18 - 

 

2-1-2 ファンド情報の補完 
 

 新 EDINET では、ファンドの特定期を 2 期登録できるようになるため、特定期の見直し
および再登録をする必要があります。特定期の入力が行われていない場合は、書類提出す

ることができませんのでご注意ください。 
 
 詳しくは、『書類提出 操作ガイド 5 章 提出者情報管理 6 ファンド情報管理 6-2 情報変
更』をご覧ください。 
 

 書類提出 操作ガイド 

 
 

 

2-2 提出者情報管理財務局等 
 

 提出者登録情報を管理する財務局等は、旧 EDINET で最後に書類を提出した提出先とな
り、今後変更されません。 

 情報変更以降の登録情報に関する問い合わせ、情報変更の際の届出送付先等は、決定さ
れた提出者登録情報を管理する財務局等にご確認ください。 

 
 
 
 

2-3 提出者情報登録の重要性 
 

 登録された提出者情報の「本店所在地」「資本金」「上場区分」によって書類提出先財務
局等が変わる場合があります。提出者情報は正しく登録してください。 

 

 情報の不一致 

新 EDINET では、書類仮登録時に、EDINET に登録されている提出者名や住所等の提出者情報やファンド情報など

と提出書類の表紙内容を比較・チェックします。差異が発生していることが判明した場合は、情報に不一致が発生し

ている旨が通知されます。書類提出前には登録済みの情報と、提出する書類内容に差異がないかどうか確認してく

ださい。 
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5 章 

提出書類データ 

作成時の主な変更点 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

- 20 - 

 
 

1 提出トレイの廃止 
改行 

提出トレイの廃止について説明します。 

 

 
 
 

 
 
 

 提出書類データは、旧 EDINET では「提出トレイ」が作成され（作成先は固定）、その中
に必要となる提出書類データを格納します。 
 新 EDINET ではこの提出トレイ機能は廃止されています。書類提出時には、あらかじめ

提出者自身が操作しているコンピュータ内等にフォルダを作成し、作成したフォルダ内に
必要となる提出書類データを格納します。 
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XBRL データの変換イメージ 

 
 

2 XBRL データの提出 
改行 

XBRL データの提出について説明します。 

 

 
 
 

 
 
 

 提出書類データを作成する場合、旧 EDINET ではすべてのデータを HTML 等で作成してい
ますが、新 EDINET では、HTML データのほかに財務諸表等の作成は XBRL を使用して作成
します。XBRL データには大きく分けて「報告書インスタンス」「企業別タクソノミ」「表示情報

ファイル」の 3 つの種類のファイルがあります。これら XBRL データは「XBRL」フォルダ
に格納し提出します。 
 以下の図のように、EDINET へ送信された XBRL データは EDINET で HTML データに変換さ
れ、画面確認できるようになります。 
 
 

 

①有価証券報告書等の ＸＢＲＬデータ
をアップロード（送信）

提出者提出者 新ＥＤＩＮＥＴ新ＥＤＩＮＥＴ

送信送信
ＸＢＲＬデータ ＸＢＲＬデータ

確認確認

変換

ＨＴＭＬデータ

②②

③ＨＴＭＬデータの表示内容を確認
後、本登録（提出）を行う
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3 ファイル作成の方法 
 

ファイル作成時の主な変更点について説明します。 

 

 
 
 

 
 
 

 旧EDINETと新EDINETの提出書類データ作成時における主な変更点は以下のとおりです。 
 
詳しくは、『提出書類ファイル仕様書』をご覧ください。 

 
《主な変更点一覧》 

変更点 旧 EDINET 新 EDINET 

本文HTMLファイル

の命名規約 

本文ファイル名は名称

ソート順で表示されるた

め、順番に名称を振る 

本文 HTML ファイル名は「目次１階層(2 桁半

角数字) +2 階層(2 桁半角数字) +連番(000 か

らの 3 桁半角数字)+_任意名.htm」とする 

※ 例）0101000_honbun.htm 

表紙ファイル名 000_header.htm 0000000_header.htm 

HTML ファイルのサ

イズ 

1 ファイルあたり、100KB

まで 

1 ファイルあたり、1MB まで 

HTML ファイルの文

字コード 

S-JIS UTF-8 

※旧 EDINET 用に作成したデータを使用する場合は

文字コードの変換が必要 

PDF ファイルのサイ

ズ 

1000KB まで 5MB まで 

提出書類のサイズ

合計 

20MB まで（ zip 圧縮前） 32MB まで（ zip 圧縮後） 

※zip 圧縮はアップロード（送信）時にシステムで自動

的に行う 

目次番号 全角、半角文字の混在

可 

以下のように全角と半角文字を混在させるこ

とは不可 

例： ←半角   ６0←半角 

  ↑全角      ↑全角 

本文中の目次項目 本文中（行の途中）に

【 】が出現すると、目次

として抽出する 

本文中（行の途中）に【 】が出現すると、ファ

イル作成の誤りとし、エラーとなる 
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3-1 セキュリティ強化 
 

 新 EDINETのセキュリティ強化に伴う主な変更点として、以下のような機能を含んだPDF
ファイルや HTML ファイルを提出しようとすると、エラーメッセージが表示され書類を提
出できません。 
 
 詳しくは、『提出書類ファイル仕様書』をご覧ください。 
 

 提出書類ファイル仕様書 

 

 

3-1-1 PDF ファイルについて 
 

・「ファイル全体圧縮」（Object Stream または Cross-Reference Stream）を使用した PDF
ファイルは提出できません。 

・チェックが追加され、以下の機能を使用した PDF ファイルは提出できません。 
 

使用できない機能 

JavaScriptAction 

SoundAction 

MovieAction 

ScreenAction 

LaunchAction 

FileAttachmentAction 

EmbeddedFiles 

URIAction 

IDS 

URLS 

 
 

3-1-2 HTML ファイルについて 
 

・HTML ファイル内で<table>タグを使用する場合は、印刷範囲が 1ページを超えないよう
に記述してください。※1ページを超えた内容が正しく表示されません。 

・チェックが追加され、以下のタグを使用した HTML ファイルは提出できません。 

 

使用できないタグ 

applet 

script 

object 

embed 

frameset 

frame 

iframe 

pre 

form 

input 

textarea 

select 
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3-2 表紙ファイルについて 
 

 表紙ファイル作成について説明します。 
 

3-2-1 作成時の注意事項 
 

・表紙項目のチェックが強化され、法令と完全一致している必要があります。 
表紙項目に誤りがある場合は、エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが
表示された場合は訂正してください。 

・旧 EDINET にて提出済みの書類対する訂正報告書等を新 EDINET で提出する場合、提出済
みの書類の表紙はチェックされませんが、訂正報告書等の表紙はチェックされます。 

 
 

3-2-2 表紙ファイルの作成方法について 
提出書類の表紙ファイルを作成する場合、新 EDINET では、提出者自身で HTML ファイルを
作成するか、または EDINET 上で作成することができます。 

以下の手順で作成する方法を推奨します。 
 
■ 手順 ■ 

① EDINET にアクセスし、EDINET で作成される表紙をダウンロードします。 

※EDINET では提出書類の表紙ファイルを自動で作成できます。また、読み替え可能な様式の場合、ダウン

ロード後に項目を変更することも可能です。 

② 表紙に必要事項を入力し、その他の書類データとともに提出します。 

 

 詳しくは『書類提出 操作ガイド 3 章 書類提出』をご覧ください。 
 
 

 書類提出 操作ガイド 
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4 ファイルチェックの方法 
 

ファイルチェック時の変更点について説明します。 

 

 
 
 

 
 
 

 提出書類データのフォーマットチェック等は、すべて EDINET 上で行われ、旧 EDINET で
使用されていたオフラインフォーマットチェックは廃止されます。 
 フォーマットチェックを行う場合は、作成された提出書類データを EDINET へアップ

ロード（送信）し、「事前チェック」または「仮登録受付」を行うとチェックが行われます。 
 
 

 フォーマットチェック可能時間について 

フォーマットチェックは原則として 24 時間可能ですが、システム運用の都合上、停止することがあり、かつその時間

帯はフォーマットチェックできません。 
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6 章 

書類提出時の主な

変更点 
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1 ヘッダ作成 
改行 

新EDINETでは、「提出トレイ」に代わる機能として「ヘッダ作

成」という機能が提供されます。 

 

 
 

 
 
 
 

 新 EDINET では、旧 EDINET で使用していた「提出トレイ作成」に代わる機能として、新
規書類提出時に提出書類の「ヘッダ」を作成します。ヘッダ作成時に府令・様式を選択し

ます。その後、本文を登録（別途作成済みの提出書類データを登録）します。 
 
詳しくは、『書類提出 操作ガイド 3 章 書類提出 2 提出書類新規作成』をご覧ください。 
 
 

 書類提出 操作ガイド 
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2 委任処理の廃止 
改行 

新 EDINET では、委任処理は廃止されます。 

 

 
 
 

 
 
 

 
 旧 EDINET では、大量保有報告書等を提出する場合に連名提出者を設定した場合、提出
前に委任処理が必要でしたが、新 EDINET では廃止されます。 

 ただし、委任状は必要ですので、書類提出時に添付書類として提出してください。 
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7 章 

その他 
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1 マニュアル体系 
改行 

新 EDINET では、マニュアル体系が変更されます。 

旧マニュアルと新マニュアルの対応表を以下に説明します。 

 
 
 

 
 
 
■新旧マニュアル対応表 

旧マニュアル 新マニュアル 

ブラウザの設定手順書 書類提出用 端末要件 

提出書類ファイル仕様書(公開買付届出書) 
提出書類ファイル仕様書(外国会社報告書) 
提出書類ファイル仕様書 
操作説明書・ファイル仕様書（文字セット一覧表） 

提出書類ファイル仕様書 

提出者登録届出操作ガイド 書類提出操作ガイド ２章 

大量保有報告書の一括提出操作ガイド 書類提出操作ガイド ３章 ４・５ 

公告の提出操作ガイド 書類提出操作ガイド ４章 

利用者の登録操作ガイド 書類提出操作ガイド ５章 

EDINET メール操作ガイド 
書類提出操作ガイド ６章 ５に記載 

※新システムでは電子メール（e-mail）を利用。 

オフラインフォーマットチェック操作ガイド 
書類提出操作ガイド ３章 ３に記載 

※新システムでは「事前チェック」が代替機能。 

委任処理操作ガイド 
※新システムでは、大量保有報告書等の委任処理は

ありません。 

書類提出共通操作ガイド 
書類提出個別操作ガイド（有報・半報） 
書類提出個別操作ガイド（外国会社報告書) 
書類提出個別操作ガイド（公開買付府令 4－A） 
書類提出個別操作ガイド（公開買付府令 4－B） 
書類提出個別操作ガイド（公開買付府令 4－C） 
書類提出個別操作ガイド（公開買付府令 5） 
書類提出個別操作ガイド（別途買付） 
書類提出個別操作ガイド（基準日の届出書） 
書類提出個別操作ガイド（大量保有報告書） 
書類提出個別操作ガイド（届出書参照） 
書類提出個別操作ガイド（届出書通常） 
書類提出個別操作ガイド（意見表明） 
書類提出個別操作ガイド（発行登録書） 
書類提出個別操作ガイド（自己株、臨報） 
書類提出個別操作ガイド（親会社等） 
書類提出個別操作ガイド（通知書） 

書類提出操作ガイド ３章 １～３ 
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2 EDINET メールの廃止 
改行 

新 EDINET では、EDINET メールが廃止されます。 

 

 
 
 

 
 
 

 新 EDINET では、EDINET メールが廃止され、一般的な電子メール（e-mail）を利用しま
す。EDINET からの通知メール等は、処理実施者のメールアドレスに送信されます。 
 

詳しくは、『書類提出 操作ガイド 6 章 その他の業務 5 メール受信時の対応』をご覧くだ
さい。 
 
 

 書類提出 操作ガイド 
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マスタユーザとサブユーザの権限について 

 
 

3 サブユーザの登録 
改行 

新 EDINET では、サブユーザに権限が追加されます。 

 

 
 
 

 
 
 

 新 EDINET では、マスタユーザがサブユーザを作成する際に、サブユーザに権限を設定
できます。サブユーザは、以下のように権限によって操作可能範囲が異なります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、『書類提出 操作ガイド 5 章 提出者情報管理 3 サブユーザ管理』をご覧くださ

い。 
 
 

 書類提出 操作ガイド 

 
 

書類の開示が 

できます。 

書類の開示は 

できません。 
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4 ファンドの新規登録 
改行 

新 EDINET では、「特定有価証券の発行者」が新規に特定

有価証券に係る有価証券報告書等を提出する場合、該当

する特定有価証券の情報（ファンド情報）を記した「ファンド

概要書」の提出が必要です。 

 

 
 
 

 旧 EDINET では、特定有価証券に係る有価証券報告書等を新規に提出したい場合、EDINET
コードの登録が必要でしたが、新 EDINET では EDINET コードの登録処理は不要です。 
 新 EDINET では、ファンドの概要を記した「ファンド概要書」を作成し、EDINET へ登録し

ます。登録後は、「ファンド情報照会」機能を使用し「ファンドコード」を確認します。 
 
詳しくは『書類提出 操作ガイド 5 章 提出者情報管理 7 ファンド登録』をご覧ください。 
 
 

 書類提出 操作ガイド 
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5 証明書の事前登録 
改行 

新 EDINET では、電子証明書の事前登録が不要になりま

す。 

 

 
 

 
 
 

 新 EDINET では、書類提出時に署名を付与する場合の電子証明書について、以下のとお
り変更になります。 
・EDINET での電子証明書の事前登録が不要。 

・電子証明書の取り扱い認証機関等が変更。 
 
 なお、電子証明書を付与して書類提出する場合は、あらかじめ電子証明書の取得が必要
です。 
 
詳しくは、『書類提出用 端末要件』をご覧ください。 

 

 書類提出用 端末要件 
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6 その他の変更 
 

新 EDINET のその他の変更点の詳細は、各種操作ガイドを

ご覧ください。 

 

 
 

 
 
 

 新 EDINET では、ほかにも変更された点がいくつかあります。 
ご利用にあたっては、各種操作ガイドをご覧ください。 
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奥付 

■■■ 改版履歴 ■■■ 

 

版数 改版日 変更内容 

第 1.0 版 2007.05.31 全面改訂 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


